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固定資産の譲渡に関するお知らせ 
 

当社は、平成29年4月24日、会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）

によって、下記の通り固定資産(土地)を譲渡することを決定しましたのでお知らせいたします。 
 

１．譲渡の理由 
当社遊園地隣接のよみうりランド花ハウス(特別養護老人ホーム)及びよみうりランドケアセン

ター(介護老人保健施設)に賃貸している土地について、経営資源の効率的活用及び財務体質の強

化を図るため保有資産の見直しを行い、譲渡することといたしました。 
 
２．譲渡資産の内容 

資産の内容及び所有地 譲渡価額 現況 帳簿価額 
よみうりランド花ハウス 
川崎市多摩区菅仙谷４丁目6026番11 
土地7,611.74㎡ 

8億3千万円 

賃貸用不動産 （注） よみうりランドケアセンター 
川崎市多摩区菅仙谷４丁目6022番14他

２筆 
土地6,881.71㎡ 

7億9千万円 

（注）帳簿価額については、今後の事業に支障をきたすおそれがあるため、開示を控えさせて頂

きます。 
 
 
３．譲渡先の概要 

商号 株式会社 読売新聞東京本社 
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目7番1号 
代表者 山口寿一 
資本金の額 10億円 
主な事業の内容 日刊新聞の発行及び販売に係る業務 
 
 

683
新スタンプ



当社との関係 当該会社は、間接所有割合を含め当社の議決権の34.01％を保有し、当社のそ

の他の関係会社に該当する、株式会社読売新聞グループ本社の子会社であり、当社の関連当

事者に該当します。当社の取締役1名が当該会社の取締役を、当社の取締役2名が当該会社

の監査役を、それぞれ兼務していますが、当社との間に特筆すべき取引関係はありません。 
 

４．譲渡の日程 
  平成29年4月24日(月) 会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議） 

平成29年4月25日(火)  売買契約締結及び所有権移転 
平成29年4月25日(火) 物件引渡 
 

５．今後の見通し 
平成29年3月期の業績に与える影響はございません。平成30年3月期の影響につきまして

は、平成29年5月の決算発表時の業績予想に反映してまいりますが、本件の譲渡に伴い固定資

産売却益（約14億円）の計上を予定しております。 
以 上 

 
 


